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１ 食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針（ガイドライン）

について通知 

7 月 10 日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道

府県知事等宛に標記通知を出した。その内容は次のとおり。 

食品用器具及び容器包装については、本年 6 月 16 日付けで公表された「食品用器具及

び容器包装の規制に関する検討会」の取りまとめにおいて、ポジティブリスト制度の対象

となる材質の器具及び容器包装を製造する事業者においては適正な製造管理（ＧＭＰ）を

制度として位置付ける必要があるとされ、また、ポジティブリスト制度の対象とならない

材質の器具及び容器包装を製造する事業者においても、製造管理に関する自主的な取組を

推進していくことが望ましいとされたところです。 

今般、「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針（ガイド

ライン）」を別添のとおり策定しました。 

ガイドラインは、今後の食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度の導入を見

据えつつ、その円滑な導入及び運用の前提となるよう策定したものです。各都道府県等に

おかれては、ガイドラインの内容について、中小規模の事業者の状況も踏まえつつ、関係

事業者への周知及び指導をよろしくお願いします。 

また、関係事業者の製造管理に資する情報として、ポリオレフィン等衛生協議会、塩

ビ食品衛生協議会及び塩化ビニリデン衛生協議会の自主基準の対象となっている化学物質

のリストを取りまとめましたので、業務の参考として送付します。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000170736.pdf 
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